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INFORMATIONINFORMATION

環 境 課からのお知らせ

■問い合わせ／環境課　☎８８０－６５５７

日 月 火 水 木 金 土

1
（第１・月）

2
（第１・火）

3
（第１・水）

4
（第１・木）

5
（第１・金）

6
（第１・土）

7 8
（第2・月）

9
（第2・火）

10
（第2・水）

11
（第2・木）

12
（第２・金）

13
（第２・土）

14 15
（第3・月）

16
（第3・火）

17
（第3・水）

18
（第3・木）

19
（第３・金）

20
（第３・土）

21 22
（第4・月）

23
（第4・火）

24
（第4・水）

25
（第4・木）

26
（第4・金）

27
（第4・土）

28 29 30 31

●8月の例

　各ごみの収集日については「南国
市の家庭ごみの分け方・出し方｣ を
ご覧ください。最新版は ｢平成27年
作成」です。市役所総合案内、各支
所で配布しています。
　第○・○曜日が家のカレンダーで
いつなのかわかりにくい場合は、右
の表を参考にしてください。

　
市
で
は
夏
の
省
エ
ネ
の
一
環
と
し

て
、グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
の
設
置
を
推

進
し
て
い
ま
す
。こ
の
た
び
、市
内
に
グ

リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
を
設
置
さ
れ
た
方

を
対
象
に
コ
ン
テ
ス
ト
を
実
施
し
、優

秀
な
作
品
を
表
彰
し
ま
す
。

■
応
募
方
法

・
応
募
用
紙
に
記
入
の
う
え
、グ
リ
ー

ン
カ
ー
テ
ン
の
写
真
を
同
封
し
て
郵

送
し
て
く
だ
さ
い
。

・
応
募
用
紙
は
環
境
課
で
配
付
し
て

い
ま
す
。市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

・
写
真
は
返
却
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、広
報
へ
掲
載
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
応
募
期
間

８
月
１
日
㈪
〜
８
月
26
日
㈮

■
備
考

・
優
秀
作
品
の
候
補
を
市
職
員
が
取

材
し
ま
す
。優
秀
作
品
に
は
表
彰
状

と
粗
品
を
お
贈
り
し
ま
す
。

■
申
込
み
先・問
い
合
わ
せ

　
環
境
課
　
〒
７
８
３
・
８
５
０
１

　
南
国
市
大
埇
甲
２
３
０
１

　
☎
８
８
０
・
６
５
５
７

生
ご
み
処
理
器
補
助
金
に
つ
い
て

　
市
で
は
生
ご
み
処
理
器
の
購
入
者

に
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

○
補
助
金（
購
入
金
額
の
２
分
の
１

以
内
）

・
電
気
式
　
上
限
１
万
８
千
円

・
好
気
式（
コ
ン
ポ
ス
タ
ー
式
）

　
　
　
　 

上
限
１
千
800
円

・
嫌
気
式
　
上
限
800
円

※
領
収
書
、保
証
書（
電
気
式
の
み
）

が
必
要
で
す
。

※
補
助
金
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
の

で
、環
境
課（
☎
８
８
０
・
６
５
５
７
）

へ
お
問
合
せ
の
う
え
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

【
生
ご
み
処
理
器
の
効
果
】

　
昨
年
度
、南
国
市
の
１
人
１
日
あ

た
り
の
生
ご
み
の
排
出
量
は
約
43
ｇ

で
し
た
。生
ご
み
処
理
器
は
約
十
分
の

一
に
減
ら
す
こ
と
が
で
き
、残
り
を
肥

料
と
し
て
使
う
と
、生
ご
み
の
排
出
が

　

グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
コ
ン
テ
ス
ト

　
ご
み
処
理
施
設
を
見
学
し
て
み
ま

せ
ん
か
。環
境
委
員
連
合
会
で
は
、今

年
も
ご
み
処
理
施
設
の
見
学
を
実
施

し
ま
す
。親
子
で
の
参
加
も
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

■
日
時

８
月
27
日
㈯ 

９
時
〜
13
時
40
分

■
視
察
先

香
南
清
掃
組
合
、南
国
市
一
般
廃
棄

物
最
終
処
分
場
、大
前
田
商
店
Ｒ
Ｐ

Ｆ
製
造
施
設

■
集
合
場
所

市
役
所
正
面
玄
関
前
駐
車
場

■
対
象

南
国
市
民
お
よ
び
市
内
勤
務
者

※
小
学
３
年
生
以
下
は
、子
ど
も
１

名
に
つ
き
保
護
者
１
名
以
上
の
同
伴

を
お
願
い
し
ま
す

■
募
集
人
員
　
先
着
25
名

■
参
加
費
　
無
料（
昼
食
付
き
）

■
申
込
方
法

電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
①
住
所
②
氏
名
③

年
齢
④
性
別
⑤
電
話
番
号
を
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。

■
申
込
締
切
／
８
月
19
日
㈮

■
申
込
み
先・問
い
合
わ
せ

　
環
境
課
内

　
環
境
委
員
連
合
会
事
務
局

　
☎
・
F
A
X
８
６
３
・
２
７
０
０

ご
み
問
題
に
関
心
を
！

　
環
境
セ
ン
タ
ー（
し
尿
処
理
施
設
）

は
、機
械
設
備
の
点
検
な
ど
の
た
め

８
月
11
日
㈭
〜
14
日
㈰
の
４
日
間
、

し
尿
な
ど
の
受
け
入
れ
が
で
き
ま
せ

ん
。そ
の
た
め
、各
家
庭
の
収
集
も
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　
環
境
課
施
設
整
備
係

　
☎
８
８
０
・
６
５
５
７

環
境
セ
ン
タ
ー
の
運
転
休
止

家
庭
の
し
尿
収
集
も
休
止

な
く
な
り
ま
す
。年
間
約
15
㎏
の
可
燃

ご
み
が
減
っ
て
、節
約
に
も
な
り
ま

す
。

南国市一般不妊治療費等助成事業
のご案内

南国市一般不妊治療費等助成事業
のご案内

一般不妊治療を受けられたご夫婦に、治療に要した費用の一部を助成する事業です。

❶ 対象となる一般不妊治療とは
　健康保険が適用となる治療及び適用とならない一般不妊治療（体外受精及び顕微授精を除く。）　　　
※治療の開始前に行う不妊原因を調べるための検査及び同治療の一環として行われる検査も対象になります。
ただし、文書料、個室料等の治療に直接に関係のない費用を除きます。

❷ 対象となる方……次の要件を満たす方が対象となります
① 法律上の婚姻をされている夫婦。
② 夫又は妻の少なくともいずれか一方が南国市に住民票があり、かつ、南国市内での居住の実態があること。
③ 夫及び妻が医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者であること。
④ 産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関において一般不妊治療を受けた夫婦であること。
⑤ 夫婦の前年の所得の合計額が７３０万円未満であること。
⑥ 南国市が助成金の交付の対象とする一般不妊治療の期間中に、他の市町村から助成金と同種の補助、
　 助成等を重複して受けないこと。
⑦ 市税等を滞納していないこと。

❸ 助成金額等
　南国市内に住民票がある間に受けた治療に要した医療費の自己負担額を助成します。ただし、助成額は
1 年度（4 月 1 日～ 3 月 31 日）の治療につき、一人当たり５万円を限度とします。

❹ 必要書類
① 南国市一般不妊治療費助成金医療機関受診証明書（様式第２号）
② 戸籍抄本その他の婚姻関係を証明できる書類（夫及び妻が同一世帯に属さない場合に限る）
③ 医療機関等の発行した一般不妊治療費に係る領収書及び明細書
④ 住民票等の住所を確認できるもの
⑤ 医療保険の被保険者証等の写し
⑥ 夫及び妻の控除額が記載された所得証明書（児童手当法施行規則第１条の４第２項第８号に規定する
　 証明書）
⑦ 市税等の滞納のない証明書

【問い合わせ先】南国市保健福祉センター　電話 088-863-7373
　　　　　　     住　　所：南国市大埇甲 320（〒783-0004）
　　　　　　     受付時間：平日　8：30 ～ 17：15

保健福祉センターからのお知らせ保健福祉センターからのお知らせ

市
民
か
ら
の
お
便
り
南
国
市
は
ゴ
ミ
袋
代
と
住
民
税
が
高
い
の
で
、住
み
づ
ら
い
と
痛
感
し
ま
す
。


